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第
１
回
岡
谷
市
議
会
定
例

会
が
、
２
月
17
日（
月
）か
ら
３

月
14
日（
金
）ま
で
の
26
日
間
の

会
期
で
開
か
れ
、
平
成
26
年
度

の
予
算
を
は
じ
め
、
条
例
の
改

正
、
平
成
25
年
度
補
正
予
算

な
ど
の
審
議
、
専
決
処
分
の
報

告
の
ほ
か
、
一
般
質
問
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

お
も
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆ 

人
事
案
件 

◆

▽
岡
谷
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
に
宮
澤
戴
二
氏
が
選
任
同
意
さ
れ
ま

し
た
。

▽
岡
谷
市
教
育
委
員
会
委
員
に
橋
爪
園
美

氏
が
選
任
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

▽
岡
谷
市
等
公
平
委
員
会
委
員
に
清
水
一

明
氏
が
選
任
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

◆ 

条
例
等 

◆

▽
岡
谷
市
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
及
び

岡
谷
市
社
会
教
育
委
員
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

▽
岡
谷
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
市
立
岡
谷
蚕
糸
博
物
館
条
例
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
岡
谷
市
看
護
師
修
学
支
援
貸
付
金
貸
与

条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
岡
谷
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
岡
谷
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
及
び
岡

谷
市
公
共
物
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
諏
訪
広
域
連
合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い

て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
諏
訪
広
域
連
合
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

恋
月
荘
の
廃
止
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い

て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◆ 

平
成
25
年
度
補
正
予
算 

◆

▽
岡
谷
７
３
８
号
線
整
備
事
業
、
小
中
学

校
非
構
造
部
材
耐
震
改
修
工
事
な
ど

13
億
１
７
６
０
万
円
を
追
加
し
、
一
般
会

計
総
額
を
２
４
７
億
２
９
１
６
万
９
千
円

と
す
る
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◆ 
平
成
26
年
度
予
算 

◆

▽
一
般
会
計
予
算（
２
１
３
億
円
）、
７
つ
の

特
別
会
計
、
３
つ
の
事
業
会
計
予
算
が

そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◆ 

一
般
質
問 
◆

▽
15
人
の
議
員
が
、
新
年
度
予
算
・
教
育
・

病
院
・
経
済
政
策
な
ど
の
市
政
の
課
題
に

つ
い
て
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
（
市
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
映
像
配
信
中
）。

◆ 

意
見
書 

◆

▽「
積
雪
寒
冷
地
域
対
策
の
推
進
を
求
め
る

意
見
書
」「
公
共
工
事
を
円
滑
に
発
注
す

る
た
め
の
環
境
整
備
を
求
め
る
意
見
書
」

が
可
決
さ
れ
、
関
係
機
関
に
送
付
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

市
議
会
の
会
議
録
は
、岡
谷
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い

市議会定例会を開催

●COPD（慢性閉塞性肺疾患）を知っていますか！？その原因の90％は、たばこの煙です！！
肺の炎症による病気…たばこの煙や大気汚染などの有害物質を長期間吸うことでおこります。
日常生活に大きな影響がでる…悪化すると自力での呼吸が難しくなり、酸素吸入が必要になります。
日本における死亡原因第９位…年間約１万６０００人が亡くなっており、年々増加しています。
受診していない人が多い…咳が出ても風邪だと、息切れがしても歳のせいだと考え、見過ご
されています。

●今からでも遅くない！！
　たばこをやめるとこんないいことが！！
１分後…たばこのダメージから回復しようとする機能が働き始める
20分後…血圧が下がる
8時間後…血液中の酸素が正常値まで増える
24時間後…心臓発作の危険が減る
48時間後…においと味の感覚が高まる
9か月後…せきや静脈うっ血、全身倦怠、呼吸促迫が改善される
5年後…禁煙後５～１５年で脳卒中のリスクが、非喫煙者と
同程度まで減る

●禁煙について考えてみませんか？
医師のサポートを受けながら禁煙することができます。

医療機関名 所在地 電話番号
今井内科・胃腸科クリニック 今井１２１１ ２４‒８６８８
市立岡谷病院 本町４‒１１‒３３ ２３‒８０００
祐愛病院 南宮２‒２‒３４ ２３‒０２２２
山崎医院 東銀座１‒８‒１９ ２２‒３２８７
牛山医院 天竜町３‒２‒２３ ７８‒１１９２

問合せ●健康推進課（内線１１85）

5月31日は世界禁煙デーです！

禁煙治療に保険が使える市内の医療機関

平成２6年３月現在：日本禁煙学会ホームページより（出典）American Lung Association

こんな症状があったら、
ＣＯＰＤかも！？
◆呼吸をすると、ぜいぜい
◆坂をあがると息切れ…
◆風邪でもないのに、咳や
　たんが出る
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　　　　　　　　　　　　問合せ●臨時福祉給付金：社会福祉課（内線1251･1252）
　　　　　　　　　　　　　　　　子育て世帯臨時特例給付金：子ども課（内線１２６４～１２６６）

支給対象者…平成26年1月1日に、本市の住民
基本台帳に登録されていて、平成26年度の市
民税（均等割）が課税されていない人。

※ただし、平成26年度市町村民税が課税される
人の扶養親族などや生活保護制度の被保護者
となっている場合などは対象となりません。
●収入・所得がない人でも、市民税の申告をし
ていないと臨時福祉給付金の対象とならない
場合がありますので、必ず申告するようお願い
します。
支給額…支給対象者1人につき：10,000円
支給対象者で以下に該当する人には5,000円
加算
1. 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎
年金などを受給している人
2. 児童扶養手当、特別障害者手当などを受給
している人

『臨時福祉給付金』と『子育て世帯臨時特例給付金』のお知らせ
　消費税率８％への引き上げによる、所得の低い人や子育て世帯への負担を緩和する暫定
的・臨時的な措置として、『臨時福祉給付金』および『子育て世帯臨時特例給付金』が支給
されます。申請などの手続きの時期や方法は、具体的な内容が決まり次第お知らせします。

給付金詐欺にご注意を！  給付をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
●市町村や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
●市町村や厚生労働省などが、給付金の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

申請手続き…どちらの給付金も申請先は、平成26年1月1日時点で住民登録がされている市区町村となります。申請、支
給手続きについては、準備が整う6月以降に「広報おかや」や「市ホームページ」などでお知らせします。
※詳しくはお問い合わせください。

支給対象者…平成26年1月1日に平成26年1月分の児童手当（特例給付
を含む）の受給者で、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満た
ない人。
対象児童…支給対象者の平成26年1月分の児童手当（特例給付を含む）
の対象となる子ども（平成26年1月1日生まれを含む）。
※ただし、臨時福祉給付金の対象者および生活保護制度の被保護者と
なっている場合などは対象となりません。

支給額…対象児童1人につき10,000円

Q自分で市民税（均等割）が課税されているかどうか、どうすれば確
認できるの？ 
A・市民税の納税通知書が送付されている人は課税されています。
・給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている人
は課税されています。
・7月中旬に送付される、介護保険料決定通知書に記載されている
「保険料の段階」が、１段階から5段階までの人は課税されていま
せん。非課税です。6段階から13段階の人は課税されています。

Q非課税でも支給対象から外れてしまうのはどういう人なの？
A住所地に関係なく市町村民税（均等割）が課税されている人の扶養
親族などにある人は対象外となります。また、生活保護制度の被
保護者、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者、国立ハンセ
ン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者、ハンセン病療養所
非入所者給与金の受給者も対象外となります。
Q扶養親族などの範囲ってどういう人をいうの？
Aここでは、税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除における配
偶者、扶養親族（年齢16歳未満の年少者も含む）、青色事業専従
者および白色事業専従者です。

子育て世帯臨時特例給付金

※公務員については、所属庁ではなく、平
成26年１月１日時点で住民基本台帳に登
録されている市町村で支給します。申請
手続きの前に所属庁にて、「公務員児童手
当（特例給付）受給状況証明書」および公
務員用の「子育て世帯臨時特例給付金申
請書（請求書）」を受領し、申請開始時期と
なったら、申請をしてください。

臨時福祉給付金
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ま
ち
の
発
展
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
市

税
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
健
康
を
守
る
医

療
保
険
制
度
の
基
礎
で
あ
る
国
民
健
康
保

険
税
、
こ
れ
ら
全
て
が
岡
谷
市
を
支
え
る

大
切
な
財
源
で
す
。
市
で
は
、
税
負
担
の

公
平
性
を
維
持
す
る
た
め
に
滞
納
額
減
少

に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

税
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
市
で

は
国
税
局
Ｏ
Ｂ
職
員
の
雇
用
に
よ
り
徴
収

体
制
強
化
を
図
り
、
納
税
秩
序
の
維
持
と

税
の
公
平
性
を
確
保
し
ま
す
。

　

滞
納
が
発
生
す
る
と
職
員
が
昼
夜
を
問

わ
ず
滞
納
整
理
に
あ
た
り
、
こ
れ
に
か
か

る
督
促
・
催
告
業
務
や
人
件
費
に
は
、
納

税
者
の
貴
重
な
税
金
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
税
金
を
納
期
限
内
に
納
め
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
滞
納
整
理
に
か
か
る
業
務
経

費
が
不
要
と
な
り
、
そ
の
費
用
を
市
民
の

よ
り
良
い
暮
ら
し
の
た
め
に
有
効
利
用
で

き
ま
す
。
納
期
限
内
の
納
税
に
、
ぜ
ひ
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

　

税
金
に
は
各
期
ご
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
納

期
限
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
に
つ
い
て
は
、

お
手
元
の
納
税
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
付
方
法
は
納
税
通
知
書
な
ど
に

よ
り
現
金
で
納
め
る
方
法
と
口
座
振
替
で

納
め
る
方
法
が
あ
り
、
納
付
場
所
に
つ
い

て
は
市
役
所
、
各
支
所
、
金
融
機
関
、
コ

ン
ビ
ニ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
納

税
通
知
書
の
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

納
税
者
が
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
な

い
状
態
を「
滞
納
」と
い
い
、
そ
の
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
本
来
納
め
る
税
額
以
外
に
督

促
手
数
料
、
延
滞
金
を
納
め
る
こ
と
に
な

る
ほ
か
、
滞
納
処
分
を
受
け
、
強
制
的
に

税
金
の
徴
収
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

滞
納
処
分
は
法
律
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、

本
人
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
執
行
さ
れ
ま

す
。

　

次
の
よ
う
な
事
情
で
、
市
税
を
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、

分
割
で
の
納
付
や
、
納
期
限
の
延
長
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
な
お
、
都
合
に
よ
り
来
庁

で
き
な
い
場
合
は
、
職
員
が
訪
問
し
て
相

談
を
受
け
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
病
気
や
ケ
ガ
で
働
け
な
く
な
っ
た

●
失
業
や
事
業
不
振
な
ど
で
生
計
が
維
持

で
き
な
く
な
っ
た

●
災
害
や
盗
難
で
損
害
を
受
け
た

　

市
税
な
ど
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
が

な
く
、
納
付
の
手
間
も
省
け
る
口
座
振
替

が
便
利
で
す
。
お
申
込
み
は
、
市
役
所
ま

た
は
各
支
所
、
金
融
機
関
に
あ
る「
市
税
等

口
座
振
替
依
頼
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
取
扱

い
金
融
機
関
な
ど
、
詳
し
く
は
税
務
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

公
平
な
納
税
の
た
め
に

税
金
は
い
つ
ま
で
に
ど
こ
で
納
め
る
の
？

国
税
局
Ｏ
Ｂ
職
員
に
よ
る
滞
納
処
分
強
化

滞
納
整
理
に
も
税
金
は
使
わ
れ
て
い
ま
す

税
金
を
滞
納
す
る
と
ど
う
な
る
の
？

納
税
が
困
難
な
時
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

便
利
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す

5月は滞納整理強化月間です
納 め 忘れはありませ んか？

問合せ●税務課（内線１１３８）

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

◆
減
免
対
象
…
４
月
１
日
現
在
、
次
の
要
件
を
満
た
す
人

●
障
害
の
あ
る
人
が
所
有
し
て
運
転
す
る
軽
自
動
車

●
障
害
の
あ
る
人
が
所
有
し
、
家
族
な
ど
障
害
の
あ
る
人
と
生

計
を
一
に
し
日
常
的
に
介
護
す
る
人
が
運
転
す
る
軽
自
動
車

●
18
歳
未
満
の
障
害
の
あ
る
人
ま
た
は
知
的
・
精
神
の
障
害
の
あ
る

人
と
生
計
を
一
に
す
る
家
族
が
所
有
し
、
運
転
す
る
軽
自
動
車

手
続
き
期
間
…
納
税
通
知
書
の
到
着
か
ら【
５
月
26
日（
月
）】ま

で
に
市
役
所
税
務
課
窓
口
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

●
減
免
申
請
書（
税
務
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

●
印
鑑  

●
納
税
通
知
書　

●
運
転
者
の
運
転
免
許
証

●
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
な
ど　

※
１
回
の
申
請
で
、
毎
年
度
継
続
し
て
減
免
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
４
月
１
日
現
在
、
以
下
に
該
当
す
る

場
合
は
、
あ
ら
た
め
て
申
請
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
減
免
が

受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

〈
新
た
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
〉

●
軽
自
動
車
を
乗
り
換
え
て
い
る

●
障
害
の
あ
る
人
と
運
転
者
が
異
な
る
場
合
で
、
運
転
者
に

変
更
が
生
じ
た
場
合

〈
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
〉

●
障
害
の
あ
る
人
が
死
亡
し
た
場
合

●
障
害
者
手
帳
を
返
却
し
た
場
合（
障
害
者
で
な
く
な
っ
た
場
合
）

●
減
免
対
象
の
軽
自
動
車
が
障
害
の
あ
る
人
の
た
め
に
使
用

さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合

●
普
通
自
動
車
な
ど
で
減
免
を
受
け
て
い
る
場
合
（
１
人
１

台
の
減
免
で
す
）

自動車税の納期限は６月２日（月）です コンビニ納付が可能です！ 
　自動車税は、４月１日現在で自動車（軽自動車、二輪車を除く）をお持ちの人に納めていただく県の税金です。金融機関、
郵便局、コンビニ、地方事務所税務課で納付できます。

問
合
せ
●
税
務
課（
内
線
１
１
２
２
）

問合せ●長野県諏訪地方事務所税務課 ☎57-2905

※
た
だ
し
障
害
の
等
級
に
よ
っ
て
対
象
に
な
ら
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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マンスリートピックス●活の泉

いつでも簡単納付

好評のクレジット納付
　軽自動車税の納付は、便利で簡単なクレジット納付をご利
用ください。
●ご利用期間…５月１日（木）～ 6月2日（月）　　　
●携帯電話からもご利用いただけます！
　パソコンから…http://koukin.yahoo.co.jp/
　携帯電話から…http://koukin.mobile.yahoo.co.jp/

◦インターネットにアクセスできれば、24
時間、土・日・祝日、いつでもどこから
でも支払えます。

◦支払い方法が一括払い、分割払い、リ
ボ払いから選べます。

◦クレジット会社所定のポイントがたまります。

クレジットカードならではのメリット

●取扱
　カードブランド

コンビニ納付　市税がコンビニで納付できます
　税金が、全国のおもなコンビニエンスストアで、時間
や曜日を気にすることなく納付できます。土・日・祝日、
夜間も納付できますので、ご利用ください。
◦コンビニで納付できる市税
　◦固定資産税　　　◦軽自動車税
　◦国民健康保険税　◦市県民税（普通徴収）
※注意…納付の際は、納付書に記載されている期別と納期限

を確認のうえ、間違いのないよう期別の順に各納期限まで
に納付してください。

◦次の場合はコンビニエンスストアでは納付できませんの
で、納付書裏面に記載されている金融機関などで納付
してください。
◦納付書に記載されている納期限（コンビニ利用可能

期限）を過ぎた場合 
◦納付書1枚の金額が30万円を超える場合 
◦納付書にコンビニ納付用バーコードが印刷されていない場合

問合せ●税務課（内線１１３５）

問合せ●企画課（内線１５２６）平成２5年度　行政評価の取り組み
　行政評価とは、行政サービスの効果を客観的に評価し、評価結果に基づいた改善を、次の計画・実施に反映させることに
より、行政の効果的・効率的な運営を図るものです。民間の経営管理手法（ＰＤＣＡマネジメントサイクル）を実践し、市民のみ
なさんの満足度を向上させることをめざしています。岡谷市では、次の３つの目的に重点を置いて、行政評価を行っています。
①職員の意識改革・政策形成能力の向上　②事務事業執行の改革改善　③重要性の低い事業の休廃止・事業の優先順位付け

1 事務事業評価
　24年度に実施した６36事務事業について、妥当性・有効性・
効率性の視点から評価しました。評価の結果（改革・改善案）は、
２5年度に事務事業を行う際に活用しました。
2 施策評価（施策＝目的の似た事務事業をいくつかまとめた単位）
　24年度に実施した41施策について、施策の進捗状況や、施策を
構成する事務事業の優先度を評価しました。評価の結果（事務事業
の優先度）は、２6年度予算編成・組織検討の参考とし、また、２6
年度に施策を行う際の基本的な考え方になります。

事業拡大13.3％

現状維持
73.9％

見直し
6.0％

完了2.0％ 統合4.0％
廃止0.8％ ※補助金の評価除く
①事務事業評価の優先順位等の割合 ②補助金等の評価の優先順位等の割合

事業拡大4.5％

現状維持
83.5％

見直し
7.5％

完了1.1％
統合1.1％廃止2.3％

優先度の分類…
事業拡大・現状維持・見直し・廃止・統合・完了

4 外部評価
　市が行っている事務事業について「市の関与の必要性」

「基本目標に対する貢献度など、有効性・妥当性」「コスト
などの効率性」の視点から、外部・市民の目線により事業そ
のものの必要性やあり方を検証し、事業の再構築に結びつ
けるとともに、事業内容の市民周知を目的とし実施しました。
　25年度は、第４次岡谷市総合計画の基本目標３（生活環
境分野）の３政策にかかる事務事業から６事務事業を選定し、
外部評価を行い、市長に報告書を提出しました。
　市では、事業のあり方や予算への反映に対する考え方・
意見として、評価結果を活用しました。
5 今後の進め方
◦事業概要や目的が明確となるよう様式の見直しを行うと

ともに、活動指標と成果指標の設定について、適正な評
価が行えるよう周知徹底を図ります。

◦第４次岡谷市総合計画に基づき、施策と事務事業の関連
付けを再構成するよう見直しを行います。

◦人事異動の引継書の資料とするほか、平成２７年度の予
算編成・組織検討の際に、各事務事業の現状・成果を示
す資料として評価表を活用するなど、幅広い活用により、
ＰＤＣＡマネジメントサイクルの「Ｃ＝チェック」と「Ａ＝アクシ
ョン」への意識付けを図ります。

平成２5年度のすべての評価結果は、市ホームページ、市役所１階情報公開コーナーで公表しています。

3 施策評価による事務事業評価方向性


